
自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約書（案） 

 

 １．業 務 名 水道施設自家用電気工作物保安管理業務委託 

 

 ２．業務場所 栃木市薗部第２水源　外３７箇所 

 

 ３．業務内容 本市が設置する浄水場、増圧ポンプ場、水源の自家用電気工作

物の保安管理に関する業務（以下「保安管理業務」という。） 

 

 ４．履行期間 令和８年６月１日から令和１１年５月３１日まで 

 

 ５．契約金額 金　　　　　　　　　　　　円 

  （うち消費税及び地方消費税の額　金　　　　　　　　円） 

  令和８年６月１日から令和９年３月３１日まで 

   金　　　　　　　　　円（うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　　円） 

  令和９年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

   金　　　　　　　　　円（うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　　円） 

  令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

   金　　　　　　　　　円（うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　　円） 

  令和１１年４月１日から令和１１年５月３１日まで 

   金　　　　　　　　　円（うち消費税及び地方消費税の額　　　　　　　円） 

 

 ６．契約保証金 金　　　　　　　　　　　円 

  

上記の業務委託について、発注者　栃木市(以下「発注者」という｡)と 受注者　〇〇〇

〇(以下「受注者」という｡)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によ

って公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

この契約の締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有す

る。 

 

令和　　年　　月　　日 

 

 発注者 住所 栃木県栃木市薗部町３丁目１３番２４号 

  氏名 栃木市 

   市長　 

 

 受注者 住所  

  氏名  

 



（総則） 

第１条　発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等関係書類に従い、日本国の法令を遵守

し、この契約（この契約書及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行し

なければならない。 

２　受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 

３　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 

４　この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

５　この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場

合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

６　この契約書及び仕様書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法

（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

７　この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

８　この契約に係る訴訟の提起又は調停（第６１条の規定に基づき、発注者と受注者との協議の上選任

される調停人が行うものを除く。）の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的

管轄裁判所とする。 

 

（契約対象電気工作物の概要） 

第２条　契約対象自家用電気工作物の概要は、別紙１「委託事業場一覧表」のとおりとする。 

 

（保安管理業務の内容） 

第３条　発注者が受注者に委託する保安管理業務は、発注者が設置する自家用電気工作物の工事、維持

及び運用に関する保安の監督に係る業務並びに受発電設備の清掃業務とし、その細目は仕様書及び次

の各号によるものとする。 

 (1) 自家用電気工作物の維持及び運用について定期的な点検を発注者が定める保安規程に基づき行い、

経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項又は適合しないおそれがある場合は、とるべ

き措置について発注者に報告すること 

 (2) 前号の定期的な点検のほか、発注者が実施した巡視点検等においての異常発生の有無を問診し、異

常があった場合にはその箇所を点検すること。 

 (3) 電気事故及び自家用電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合において、発注者

若しくは電力会社等より通知を受けたときは、受注者は発注者に対し必要に応じて電気工作物の切り

離し等に関する指示を行い、事故原因を探し、応急措置を指示又は助言し、再発防止対策につき、と

るべき措置について指示又は助言するとともに、必要に応じて電気事業法の規定に基づく電気事故報

告の作成及び手続きの指示を行うこと｡ 

 (4) 絶縁監視装置を設置した事業場にあっては、絶縁監視装置の動作電流が５０ｍＡ以上発生してい

る旨の警報を連続して５分以上又は５分未満の警報を繰り返し受信した場合又は発注者から警報を

発した旨の連絡があった場合は、受注者は発注者に当該電気工作物の状態を確かめるとともに、必要

に応じ保安業務従事者が点検を行うなど適切に対処すること。 

 (5) 自家用電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合は、発注者の了解を得てその都

度点検を行い、必要に応じて受注者が一部又は全部の停止等の措置を行うこと。 

 (6) 電気事業法第１０７条に規定する立入検査の立ち会いを行うこと。 



 (7) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書類及び図面について、そ

の作成及び手続きの助言を行うこと。 

 (8) 自家用電気工作物の設置又は変更の工事については、発注者の通知を受けて、工事期間中の点検を

行い、必要に応じてそのとるべき措置について発注者に報告すること。 

 (9) 自家用電気工作物の設置又は変更の工事については、発注者の通知を受けて、設計の審査及び竣工

検査を行い、必要に応じてそのとるべき措置について発注者に報告すること。 

(10) 法令に定める使用前自己確認制度の対象となる自家用電気工作物の設置又は変更の工事について

は、発注者の通知を受けて、設計の審査及び使用前自己確認の検査を行い、必要に応じてそのとるべ

き措置について発注者に報告するとともに、経済産業大臣への提出書類及び図面について、その作成

及び手続きの助言を行うこと。 

２　前各号の受注者に委託する保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する自家用電気工作物

は、発注者は受注者の意見をきいて点検を電気機器製造業者等の専門業者に依頼するものとし、発注

者は受注者に点検及び結果の記録を提示し、受注者は必要に応じて発注者に助言するものとする。 

なお、使用機器及びそれに付随する配線器具等については、発注者は自主的に安全の確認を行い、善

良な管理に努めるものとする。 

 (1) 取扱いが法令による電気主任技術者以外の特定の資格を要する漏電火災警報器、昇降機及びその

他の設備等 

 (2) 取扱いが特殊の専門技術を要するオートメーション化された工作機械群等 

 (3) 点検時現場に設置されていない移動用機器等 

 (4) 構造上内部点検ができない密閉型防爆構造の機器等 

 (5) 点検時に著しい危険が伴う有毒ガス発生箇所、酸欠箇所等に設置された機器等 

 (6) 高所又は隠蔽場所に設置された配線及び機器等 

 (7) 発注者の業務上の都合等により、受注者が容易に立ち入りできない場所に設置された機器等 

 (8) 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物 

３　受注者は、清掃業務を年次点検に合わせて実施し、その内容は次の各号によるものとする。 

 (1)全停電状態で実施する。 

 (2)受電室、キュービクル内のほこり、砂、泥等を掃除機などで除去する。 

 (3)高・低圧の母線及び碍子等に付着した塵埃を除去すること。 

 (4)遮断器、開閉器等の機器の端子部、並びに配線遮断器等の端子部に付着した塵埃を除去すること。 

 (5)遮断器、開閉器、変圧器等の機器の外面に付着した汚れを除去すること。 

 (6)端子盤等の機器類に付着した塵埃を除去すること。 

 (7)受・配電盤の表面、配線用遮断器等に付着した塵埃を除去すること。 

 (8)碍子、ブッシング等の清掃は、シリコンクリーナー等を使用すること。 

 

（点検項目等） 

第４条　第３条第１項第１号に基づく定期的な点検は仕様書によるものとする。 

２ 第３条第１項第８号に定める工事期間中の点検は仕様書によるものとし、自家用電気工作物の設置又

は変更の工事が竣工状況、技術基準等に基づき適正に行われるよう自家用電気工作物の工事期間中は

毎週１回以上行うものとする。 

 



３ 第３条第１項第９号に定める竣工検査は仕様書によるものとし、前項の工事が完了した場合に受注者

又は他の者が実施する検査について技術基準等に適合し保安上支障がないことを確認するものとする。 

４ 第３条第１項第１０号に定める使用前自己確認の検査は仕様書によるものとし、第２項の工事が完了

した場合に受注者又は他の者が実施する検査について技術基準等に適合し保安上支障がないことを確

認するものとする。 

５ 第１項の停電を伴う年次点検の際に発注者の都合により停電できない場合には、停電できない範囲及

び受注者の安全確保が困難となる範囲に施設される自家用電気工作物の一部測定を実施しないことが

できる。 

 

（点検の頻度と監視装置） 

第５条　第３条第１項に定める点検の頻度は次のとおりとする。ただし、小出力発電設備が設置されて

いる場合は、需要設備の月次点検の頻度に合わせて外観点検を実施する。 

 

（甲及び乙の協力義務） 

第６条　発注者は、受注者が保安管理業務の実施にあたり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と

協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとるものとする。 

２　受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。 

 

（保安業務担当者の資格等） 

第７条　受注者は、保安管理業務に従事する者（以下「保安業務従事者」という。）には、電気事業法施

行規則に適合する者をあてるものとし、第１条に揚げる事業場の担当者（以下「保安業務担当者」とい

う。）には、保安業務従事者から指名するものとする。 

２　保安業務担当者は、必要に応じて他の保安業務従事者に、保安管理業務の一部を実施させることが

できるものとする。 

３　保安業務従事者は、必要に応じて保安業務従事者以外の者に保安管理業務を補助的に実施させるこ

とができるものとする。 

４　保安業務従事者は、保安管理業務に従事する証を常に携行し、発注者の求めに応じて提示すること

とする。 

５　受注者は、保安業務担当者及び第２項に該当する保安業務従事者を受注者の事業所への連絡方法と

ともに、書面をもって発注者に通知するものとし、発注者は内容を確認することとする。また、変更の

場合も同様とする。 

 

（電気工作物以外の不完全施設に対する措置等） 

第８条　保安管理業を実施するための作業場所又はこれに至る径路の状態が悪く、作業者の安全が確保

 需要設備及び非常用予備発電設備 発電所 受変電設備 配電線路

 月次点検 別紙１「委託事業場一覧表」のとおり

 年次点検（停電/無停電） 毎年１回（月次点検を含む） 年次点検は毎年１回（月次点検を含

む）  年次点検（細密） ３年１回（年次点検（停電/無停電）を含む）

 臨時点検 必要の都度



されないと認められる施設（以下「不完全施設」という。）がある場合は、当事者協議の上、発注者は

速やかに改修するものとし、改修に要する費用は、原則として発注者が負担するものとする。 

２　受注者は発注者と協議し、不完全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検を実施しないこ

とができる。 

 

（損害賠償） 

第９条　受注者の故意又は過失により発注者に対して損害を与えた場合は、受注者は損害賠償の責任を

負うものとする。ただし、受注者の責に帰することのできない事由によるときはこの限りではない。 

 

（個人情報） 

第１０条　発注者及び受注者は、契約により知り得た個人情報は、個人情報の保護に関する法律等を遵

守するものとし、保安管理業務以外には利用しないものとする。 

 

（契約期間内の更改） 

第１１条　次の各号のいずれかに該当する場合は、契約期間内でも本契約書又は約款を更改するものと

する。 

 (1)第２条に掲げる自家用電気工作物の概要又は第５条の点検頻度が変更された場合 

 (2)発注者が保安規程を変更する場合 

 (3)受注者が保安業務受託規程又は保安業務手数料細則等を変更する場合 

 (4)関係法令等が変更された場合 

 

（契約の解除等） 

第１２条　次のいずれかに該当する場合は、本契約又は別紙１の該当する事業場を解除することができ

るものとする。 

 (1)発注者又は受注者のいずれかが、本契約に基づく義務に違反した場合 

 (2)発注者が手数料の支払いを遅滞した場合 

 (3)発注者が第８条に定める事項について誠意をもって実施しない場合 

２　前項のほか、当事者いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、１カ月前迄にその旨文

書により通知し、当事者相互が合意したうえで解除できるものとする。 

３　契約書第２条に掲げる自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は効

力を失うものとする。 

 (1) 廃止された場合 

 (2) 外部委託承認申請の承認が得られない場合、又は承認が取り消された場合 

 (3) 電気事業法施行規則第５２条第２項各号に定める事業場に該当しなくなった場合 

 (4) 一般用電気工作物となった場合 

 (5) 電気事業法施行規則第４８条第３項各号に定める場所となった場合 

 (6) 譲渡により自家用電気工作物の譲渡があった場合 

 

（予算削減に係る契約の解除等） 

第１３条　発注者は、この契約を締結する日の属する年度の翌年度以降の発注者の歳入歳出予算におい



て、 受注者に支払うべき委託料について減額又は削減があったときは、契約を変更又は解除すること

ができる。 

２　前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、 受注

者は、その損害の賠償を発注者に対して請求することができる。この場合の賠償額は発注者と受注者

が 協議して定めるものとする。 

 

（契約事項等の解釈） 

第１４条 

１ 契約事項の解釈について疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、発注者と受注者

は誠意をもって協議するものとする。 


